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「セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方」に関する調査業務に係る提案募集要項 

 

１ 業務の目的及び募集趣旨 

  本市では，新たな財源確保に向け，「セカンドハウス等の所有者への適正な負担の在り方」を

検討しています。 

このことから，「セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方」を検討する基礎資料を得

るための調査業務について，受託候補者の選定を行うものです。 

 

２ 業務の名称 

「セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方」に関する調査業務 

 

３ 委託業務の内容 

  「セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方」に関する調査業務に係る仕様書（以下

「仕様書」という。）（別紙１）のとおり 

 

４ 委託期間 

  契約締結の日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 委託金額の上限 

  ５，５００，０００円（うち消費税及び地方消費税相当額金５００，０００円） 

 

６ 参加資格要件 

  本業務に応募する資格を有する者は，次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

⑴ 京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は同規則第２２

条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登録されている者であること。 

⑵ 京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の規定に基づく，競争入札参加停止を受けてい

ないこと。 

⑶ 京都市に納付すべき市税の滞納がないこと。 

⑷ 過去５年間に類似した業務の受託実績があること。 

 

７ 参加表明書の提出 

⑴ 提出方法 

本プロポーザルに参加される場合は，参加表明書（別紙２）を提出期限内に郵送（提出期

限内に必着）により提出してください。電子メールやＦＡＸでの提出は認められません。 

 ⑵ 提出部数 １部 

 

８ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出方法 

企画提案書等を提出期限内に郵送（提出期限内に必着）により提出してください。電子メ

ールやＦＡＸでの提出は認められません。 
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 ⑵ 提出物及び提出部数 

  ア 企画提案書 

   (ｱ) 内容 

     仕様書（別紙１）に記載の「業務の趣旨・目的」及び「業務の内容」等を踏まえ，少な

くとも以下の事項については記載すること。 

    ・ 業務内容における企画及び提案 

    ・ 業務実施スケジュール 

    ・ 業務実施体制（調査員の人数，調査員の確保・教育方法を含む） 

    ・ 業務方針・計画（受託者からの提案事項を含む） 

    ・ 過去５年間に受託した類似業務の一覧 

   (ｲ) 様式 

     原則としてＡ４縦に横書きで両面印刷とし，１０枚（表紙や目次を除き２０ページ）

以内を目安とし，可能な限り要点をまとめて簡潔に作成してください。 

   (ｳ) 提出部数 

     ９部 

  イ 見積書 

   (ｱ) 様式 

     任意 

   (ｲ) 提出部数 

     １部 

 

９ 提出期限及び提出先 

⑴ 提出期限 

  ア 参加表明書   令和２年６月３０日（火）必着 

  イ 企画提案書等  令和２年７月７日（火）必着 

 ⑵ 提出先 

   京都市行財政局税務部税制課 

   〒６０４－８１７１ 

    京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６番地の１ 

    井門明治安田生命ビル６階 

    ＴＥＬ ０７５－２１３－５２００ 

 

10 質問の受付 

⑴ 提出方法 

  本業務に係る質問がある場合は，質問書（任意の様式で可。）を作成し，郵送又はメールに

より提出してください。 

なお，公平で厳正な選定を行うため，質問書による質問以外（電話，対面等）は一切受け

付けません。 

⑵ 提出期限 

   令和２年７月２日（木） 
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⑶ 提出先 

   京都市行財政局税務部税制課 

   〒６０４－８１７１ 

    京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６番地の１ 

    井門明治安田生命ビル６階 

    メールアドレス zeisei@city.kyoto.lg.jp 

⑷ 回答方法 

参加表明書の提出があったすべての事業者を対象に，令和２年７月３日（金）までに同書

に記載されたメールアドレス宛てに回答を送信します。 

 

11 提案の審査等 

⑴ 審査方法 

企画提案書をもとに，本市が設置する「「セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方」

に関する調査業務に係る受託候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において審

査を行い，採点した点数の合計を委員の数で除し，最も高い評価を得たものを受託候補者と

して選定します。ただし，合計点が６０点未満であるなど，選定委員会が本業務を実施し得

る能力に満たないと判断した場合，受託候補者を選定しないことがあります。 

合計点が同点の場合は，見積金額が最も低い提案者を受託候補者とし，見積金額も同じ場

合は，提案者から再度の見積書提出により，最も見積金額の低い提案者を受託候補者としま

す。 

応募者が 1 者の場合においても，最低点（６０点）を上回り，選定委員会での協議により

総合的に評価の高い提案を行ったと判断すれば受託候補者として選定します。 

なお，見積金額が前述の委託金額の上限額を超えていた場合は直ちに失格とします。 

 ⑵ 審査における評価項目 

（別紙３）のとおり 

 ⑶ その他 

   企画提案書提出後，提案内容についてヒアリングを行うことがあります。その際は，応募

者に対して連絡します。 

 

12 選定結果の通知 

  令和２年７月１７日（金）までに，受託候補者の決定を行います。 

  審査後，速やかに全ての提案者に対し，選定結果を文書で通知します。 

  また，本市のホームページ（京都市情報館）にも選定結果を掲載します。 

 

13 契約の締結 

受託候補者と契約に関する協議を行い，詳細な業務内容の確認及び契約価格その他の契約条

件について合意に達した後，委託契約を締結します。契約条件について合意に達しなかったと

きは，次点の提案者を受託候補者とします。 
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14 問合せ先 

  京都市行財政局税務部税制課 

  〒６０４－８１７１ 

   京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６番地の１ 

   井門明治安田生命ビル６階 

   ＴＥＬ ０７５－２１３－５２００ 

 

15 その他留意事項 

⑴ 提案は１事業者につき１つとし，複数の提案は認めません。 

⑵ 企画提案書等の提出物は，選定結果の如何に関わらず返却しません。 

⑶ 資料の作成及び提出に係る費用は，提案者の負担とします。 

⑷ 本要項に記載のない事項又は本要項に疑義が生じた場合は，本市と協議し，その決定に従

うこととします。 

 


